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第1章 総則
第1節 適用

1 本特記仕様書は，三原沼田西町松江外　普通河川梨和川支川河川改良工事に適用する。
2 本特記仕様書に記載のない事項については，次によるものとする。

・土木工事共通仕様書（令和3年8月）広島版
※　土木工事共通仕様書は「広島県の調達情報」に掲載している。

https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/
・その他関連規格類

第2節 情報共有システム
1

2 　本工事で使用する情報共有システムは次とする。
広島県工事中情報共有システム

https://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html
3

4

5

第2章 施工条件
第1節 工程

1 施工時期の制限
施工内容 フラップゲート２基（600×600，1000×1030)の製作
施工方法・理由 フラップゲート２基（600×600，1000×1030)の製作に約１ヶ月の期間を見込んでいる。

特　　記　　仕　　様　　書

　本工事は，受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより，業務の効率化を図る情報共有システムの対象である。なお，運用にあたっては
「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）に基づき実施すること。

　監督員及び受注者が使用する情報共有サービスのサービス提供者（以下「サービス提供者」という。）との契約は，受注者が行い，利用料を支払う
ものとする。
　なお，工事完成時については，提出する必要のある工事成果品を電子納品すること。また，試行期間中は工事検査を紙媒体で受検することから，受
注者は，工事成果品１部を紙媒体により提出すること。
　受注者は，監督員及びサービス提供者から技術上の問題点の把握，利用にあたっての評価を行うためアンケート等を求められた場合，協力しなけれ
ばならない。



第2節 用地
1 現場の復旧

原形復旧とする。

第3節 工事用道路
1 一般道路

使用期間 工事施工期間
使用時間 ８時～１７時
工事中･後の処置 随時　清掃，工事後　舗装欠損部補修（工事前・後の写真により監督員と協議すること。設計変更の対象とする。）

第4節 建設副産物
1 産業廃棄物の場外保管

第5節 その他
1 工事用機資材の仮置き

場所 受注者が責任をもって確保すること。

2 法定外の労災保険 の付保

1 本工事において，受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
2
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第3章 設計金額
第1節 排出ガス対策型建設機械の使用促進

第4章 その他
本特記仕様書及び設計図書に明示していない事項または，その内容に疑義が生じた場合は，監督員の指示を受けること。

  土木工事共通仕様書（令和3年8月）『1-1-1-31 環境対策』で使用を義務付けている排出ガス対策型建設機械においては，排出ガス対策型（第２次基準
値）以上の建設機械の使用に努めること。

　なお，使用する排出ガス対策型建設機械について，基準値による設計変更は行わない。

受注者は，建設工事請負契約約款第54条（火災保険等）に基づき，法定外の労災保険の契約締結したときは，その証券又なこれに代わるものを速や
かに監督職員に提示しなければならない。

法定外の労災保険は，政府の労働災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり，（公財）建設業福祉共済団，（一社）建
設業労災互助会，全日本火災共済協同組合連合会，（一社）全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で，労働者災害補償保険法に基づいて
契約を締結しているものとする。

　当該工事により発生する産業廃棄物を事業場の外（建設工事現場以外の場所）において300m2以上の面積で保管する場合には，保管場所を所管する都道
府県知事又は政令市長に事前の届出を行うこと。また，届出事項を変更する場合は事前に変更届を，保管をやめたときは30日以内に廃止届を提出するこ
と。
　ただし，産業廃棄物処理業等の許可施設における保管は届出対象外とする。











参　考　資　料
－普通河川梨和川支川河川改良工事－



























































数　量　計　算　書

普通河川梨和川支川河川改良工事

河川改良事業　三原市沼田西町松江外



　　　数　量　総　括  表  

工 事 区 分 工 種 種 別 細 別 規 格

レベル1 レベル2 レベル3 レベル4 レベル5

樋門・樋管

樋門・樋管本体工

函渠工

フラップゲート 1000×1030 基 1.0 1 樋門１

フラップゲート 600×600 基 1.0 1 樋門２

コンクリート m3 0.5 0.5

型枠 m2 1.8 2

差筋アンカー D13 本 27.0 27 7.64
kg

構造物撤去工

構造物取壊し工

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 平均厚23cm m2 0.5 0.5
樋門１
Co殻＝0.1m3

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり 平均厚32cm m2 0.4 0.4
樋門２
Co殻＝0.1m3

ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊運搬 m3 0.2 0.2

構造物撤去工

既設樋門 1000×1030 基 1.0 1 樋門１

既設樋門 600×600 基 1.0 1 樋門２

処分費 ｔ

仮設工

水替工

ポンプ排水 日 4.8 5

単
位

過 程 数 位 計 上 数 位 摘 要



函渠工 数 量 集 計 表

名 称 及 び 測 点 フラップゲート フラップゲート コンクリート 型枠 差筋アンカー

1000×1030 600×600 D13 kg

単位 基 基 ｍ3 ｍ2 本

樋門１ 1.0 0.3 1.0 16.0 0.26*16*0.995=

4.1

樋門2 1.0 0.2 0.8 11.0 0.32*11*0.995=

3.5

計 1.0 1.0 0.5 1.8 27.0 7.6

函渠工



取壊工 数 量 集 計 表

名 称 及 び 測 点 ｺﾝｸﾘｰﾄはつり ｺﾝｸﾘｰﾄはつり コンクリート 構造物撤去 構造物撤去

（平均厚23cm） （平均厚32cm） 取壊運搬 樋門1000*1030 樋門600*600

単位 ｍ2 ｍ2 ｍ3 基 基

樋門１ 0.5 0.1 1.0

樋門2 0.4 0.1 1.0

計 0.5 0.4 0.2 1.0 1.0

取壊工



仮設工 数 量 集 計 表

仮設工

名 称 及 び 測 点 水替工

単位 日

樋門１

構造物取壊し 1.0

戸当設置工 1.0

扉体設置工 0.5

樋門2

構造物取壊し 1.0

戸当設置工 0.75

扉体設置工 0.5

計 4.8







施工箇所



業務箇所位置図 

【業務箇所】樋門① 

【業務箇所】樋門② 


